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事 務 局 長 増 田 健 造 議 事 課 長 小 平 裕 二 

議事調査係長 印 南 惠 子 議事調査係長 佐々木 玲男奈 

主 査 鎌 田 栄 治   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．協議事項 

   ⑴新型コロナウイルスに関する今後の対応について 

    

    ○その他議会活動について 

   ⑵その他 

  ４．閉 会 
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開会 午後 １時４６分 

 

◎開会の宣告 

○相馬委員長 皆さん、こんにちは。お疲れさまで

ございます。 

 先ほど議会ＢＣＰ役員会が開催されました。緊急

事態宣言を受けての議会対応というところでの協

議でございました。それに伴う今後の議会運営に

関する事項について協議するために緊急の議会運

営委員会の開催ということになりました。委員の

皆様には大変お忙しい中、御参集いただきまして

ありがとうございます。 

  ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

○相馬委員長 さて、本県の新型コロナウイルス感

染症の拡大状況は、先ほどありましたように10万

人当たりの感染者が全国３番目となったことによ

り、緊急事態宣言の区域に追加されたものという

ところであります。本市でもここにきまして連日

感染者数が増えてきているというような状況でご

ざいます。ここで何とか食いとめられるようにさ

らなる意識高揚というのが必要であろうというふ

うに思っているところでございます。 

  本日の協議内容は、それに伴いまして、次第の

とおり今後の議会開催の方針というところが協議

内容でございます。委員の皆様には円滑な運営に

御協力いただきますようお願い申し上げまして、

開会の挨拶といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○相馬委員長 それでは、３の協議事項に入ります。 

  まず、⑴新型コロナウイルスに関する今後の対

応についてを協議いたします。 

  まず緊急事態宣言期間内に予定されている会議

等について、記載されておりますこの開催方法、

あるいは縮小、時間短縮、それからリモート会議

などについて協議していきたいと思います。 

  まず資料がございますので、事務局から説明を

いただきます。よろしくお願いします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 それでは、前回の４月の緊

急事態宣言時以降、那須塩原市議会としていろい

ろ対応してきたものにつきまして資料として掲載

してございます。簡単に資料の説明をさせていた

だきます。 

  まず１点目でございますけれども、４月10日付

での本部長通知でございます。議員として招待さ

れた会合等の出席自粛ですとか、ＰＣＲ検査、濃

厚接触者等の場合に事務局に連絡をしてください

という内容となってございます。 

  続きまして、４月の議会運営委員会で議決いた

だいた内容でございますけれども、閉会中の議会

活動についてということで、取組実行計画、それ

から議会報告会等広聴広報活動については、活動

を休止し、または縮小しますということです。 

  それから、その他の会議につきましても、最小

限の開催とするとともに、会議時間は方針では１

時間以下と、縮小ということになってございます。 

  続きまして、今お配りしたものが６月議会の関

係につきましても、そのときの状況によりまして

質問は中止し、委員会につきましては、別々に１

日でやりますというような内容で６月議会は対応

したところでございます。 

  さらに、議員が感染した場合の公表基準ですね、

職員の公表基準を踏まえて作ったものとなります。
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氏名等につきましては、氏名、性別は非公表です

が、年代は公表しますという形になっております。

そのほかは消毒の状況ですとか、現在の状況とか

そういったものについても公表するという内容と

なってございます。 

  続きまして、会議規則の一部改正、６月議会で

改正をいただいたところでございますけれども、

附則の２項にこちらに追加することによりまして、

緊急事態宣言等の場合には、一堂に参集しての会

議の開催を行わないように努めると、この場合は

書面、電子メール、オンライン会議も含めてそう

いった会議を開催することができますという改正

をしたところでございます。 

  続きまして、９月議会の対応でございます。一

般質問につきまして、60分の制限、答弁も含めと

いうような形にしたりとか、全協につきましても、

発言通告制のスタイルというような形の対応をし

たところでございます。 

  続きまして、12月議会、前回の定例会のところ

でございますけれども、こちらにつきましても、

やはり質問については、踏襲するとともに、常任

委員会につきましては、議場で１日行ったりとい

う会議をしたところでございます。 

  最後となりますが、こちらが最新のものでござ

いまして、12月議会後の議会活動についてという

ところを御決定いただいたものとなってございま

す。当初は１時間以内とかかなり厳しめにしたと

ころではございますが、感染状況も落ち着いてき

たというところもありましたので、会議の開催に

当たっては三密を避けますと。ウェブ会議の活用

も進めますと。会議時間につきましては、具体的

な基準はないんですが、短縮に努めます。一般市

民との接触を伴う議会活動は，慎重に判断をする

とともに、感染症対策もしますと。視察等の受入

れは、ウェブ会議は別ですけれども、原則行いま

せんと。視察の実施についても同様としますと。 

  ここに最後なお書きがございますけれども、今

後の感染状況等を踏まえ、適宜活動方針の見直し

を行うこととし、見直しを行うまではこの方針と

いうことでございます。 

  今回緊急事態宣言が出たというところで、感染

状況の変化もあったというところで、この辺の今

後の議会活動についても御議論いただければとい

うふうに考えてございます。 

  資料の説明につきましては、以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  それでは、まず今後緊急事態宣言がとりあえず

２月７日までということになってございますので、

そこまでの今後の会議の予定というのが次第のほ

うに７つの会議の記載がございます。まずはこの

会議の一つ一つの開催について協議をしていきた

いというふうに思います。 

  まず最初に、18日の広聴広報特別委員会の委員

会について、やっていくしかないというか、やる

必要というか、時短でできるのか、リモートでや

るのか、一つずつある程度活動方針を決めていき

たいというふうに思います。 

  ます、広聴広報特別委員会については、いかが

でしょうか。皆さんから御意見いただければと思

いますが、いかがでしょうか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 広聴のほうなんですが、委員会の

メンバーはリモート全て１回実施しているので、

18日の委員会はリモートで行いたいと考えていま

す。止めるわけにはいかないので、申し訳ござい

ません。 

○相馬委員長 開催はリモートで行うということで

御意見でございますが、副委員長は特別委員会の

委員長でもございますので、そういうふうな今御

意見でございますが、ほかに御意見はございます
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か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 なければそのような開催方法でよろ

しいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 そのようにしていただきます。 

  続きまして、20日午前中の内部研修についてで

ございます。これにつきましては、渡邉副市長に

講師としてお願いをしているところでございます。 

  内部研修についてどのように取り扱うか御意見

をいただければと思います。 

  まず、リモートで研修ができるかどうかについ

ては、事務局で何かございますか。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 市役所の中でそのオンライ

ン会議の設備、それからＺｏｏｍの有料アカウン

トが１つあるんですけれども、その20日につきま

しては、既にＺｏｏｍ有料アカウントが押さえら

れておりまして、これはちょっと使うことができ

ないという状況になっております。 

  あとは、講師を渡邉副市長にお願いするという

関係もございますので、もしオンラインで行う場

合にはちょっと秘書課と調整をさせていただいて、

どういった対応が可能かどうかというのは調整す

る必要があるというふうに認識しております。 

○相馬委員長 アカウントが１つしかないといこと

で、これも以前にもそういう話がございましたが、

いわゆる無料のアカウントを使って開催するとい

う方法についてはいかがでしょう。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 無料のアカウントの場合に

は、基本的には有料のアカウントと同じような形

のものができるんですが、一番大きく違うのが１

回の会議の時間制限がありまして、40分までとい

うことになっております。今回の内部研修につき

ましては、１時間半を予定しておりますので、も

し１時間半をやるということであれば、この40分

の会議を時間をずらして２つないし３つ会議を設

定しまして、それぞれの会議のＩＤに時間が来た

らそっちに移ってください、こっちに移ってくだ

さいというような形でやるのが現実的にはできる

かというふうに思っております。 

○相馬委員長 田村委員。 

○田村委員 先ほどの局長からの今非常にこんな状

況の中で執行部が大変慌ただしいという話があり

ました。そういう中で副市長に講師をお願いする

のはどうなのかなというのが一つ思います。当然

準備にも相当時間を要するでしょうし、その辺は

ただもうやりますということであればあれですが、

一応副市長にその辺の意思を確認してもらったほ

うがいいんではないかと思うんですけれども。 

○相馬委員長 それでは、まず副市長の開催が可能

かどうかということを伺ってからの判断という御

意見でございますが、そういうことでよろしいで

しょうか。それについて御意見ございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 今もう緊急になっているので、これを

やって何かあったときなんかもちょっと考慮しな

くてはいけないので、私は延期にしたほうがいい

かなと思います。 

○相馬委員長 今、延期という御意見でございます

が、ほかに御意見はございますか。 

  開催についてはそうしますと、延期か、もしく

は副市長の意見を聞いて行うかどうかという２つ

の御意見でございますが、皆さんほかに御意見は

ございませんか。 

  齊藤副委員長。 

○齊藤副委員長 今の２つのところだけなんですけ

れども、どちらにしても来週の火曜日なので、一

旦もし局長のほうとかで聞いていただけるのであ
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れば、こちらの意思で決めたほうがいいのであれ

ば先ほどの真壁さんの意見を先議論していただい

て、やるとなれば聞くしかないのかなと思ったん

です。 

○相馬委員長 そういう意見でございますので、ま

ず延期にするかどうかについてほかの委員の皆さ

んの御意見をいただければと思います。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 同じなんですけれども、県が今まで 

かつてなかった事態で７日まで国も緊急事態宣言

をしている中で、栃木県も影響出ている中での同

じ栃木県の中の那須塩原市なので、急ぐ必要はな

いと私は思うので、延期、少なくても７日前にあ

るものは急ではないと思うので、延期で自主的に

こちらから、逆に言うと副市長が準備したことに

ついて延期されることに対して副市長さんに気を

遣うんだけれども、だけれどもこの事態なのでと

いう、しかも副市長さんですので、また時間はと

れると思うんです、収まれば。そういう考え方で

す。 

○相馬委員長 いかがでしょうか。 

  延期という御意見ですので、ほかによろしいで

すか。 

  延期という意見ですので、７日以降に延期する

ということで皆さんよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ではそのように取り扱わさせていた

だきます。 

  続きまして、午後の全員協議会についてでござ

いますが、これについて御意見をいただければと

思います。 

  中里委員。 

○中里委員 この全協については、これもリモート

で開催できるならばリモートで開催という形もあ

るのかなというふうに思うんですけれども。 

  それほど執行部から重要な案件の報告だったり

そういうものがない限りは、中止という方法もあ

るんだと思うんですけれども、なるべく活動も議

会ＢＣＰを活動させていることですので、リモー

トできるのであればなるべくは中止はしないでリ

モートで開催するという方向で調整できればいい

んではないかと思うんですけれども。 

  以上です。 

○相馬委員長 20日の全員協議会については、28日

にこの後お諮りをすることになりますが、臨時会

が予定されております。その臨時会について、臨

時会に対して執行部のほうからは臨時会に幾つか

の議案が挙がってくるという情報があります。内

容についてはまだですけれども、幾つか臨時会で

採決する議案が挙がってくるというふうなことも

ございますので、それの事前の説明等を受ける必

要はあるかなと思いますので、中止はなかなかし

づらい時期なのかなという感じはしております。 

  ただあとは開催方法ということで、リモートと

いうことも今御意見として出ていましたが、先ほ

ど係長から説明があったとおり、20日にそのアカ

ウントが使えないということでありますと、先ほ

ど言ったフリーのアカウントで40分程度でこれを

２回で80分で終わせるかどうかということになっ

てくるんだろうと思うんです。その辺も踏まえて

リモートでいけるというふうなことになるのであ

ればリモート開催、どうしてもここはということ

であればやはり時間を相当短縮して議場で開催と

いう可能性ももちろん考えなければいけないとい

うところでございますが、皆さんの御意見はいか

がでしょうか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 委員長の考えが出ていたと思うので、

その辺のところで検討してもらえばといいんでは

ないですか。要するにリモートでもできるかどう
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かですね。でなければやはり最低限いろいろとち

ゃんと対策をとって。それでいいのでは。 

○相馬委員長 今、鈴木委員からリモートで開催で

きなければ最低限の時間で集まってという御意見

ございますが、ほかにその御意見についていかが

でしょうか、皆さん。 

  田村委員。 

○田村委員 今集まって従来どおりやる場合は、従

来どおりそれぞれがしっかり感染対策をとれば集

まってもいいんではないかというふうには思いま

す。 

○相馬委員長 まず、全協リモートは技術的にどう

でしょうか。先ほどの言ったフリーのアカウント

でというところで。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 先ほど申し上げましたとお

り技術的にはフリーのアカウントを使って40分、

少しかぶせたほうがいいので30分ないし35分刻み

で会議室を移っていくというスタイルでやること

はできるかなと思います。ただ、全協ですと26人

の議員さんがいて、当然各常任委員会で１回以上

はやっているということになるんだとは思うんで

すけれども、在宅のＷｉ－Ｆｉ環境であったりと

か、いろいろなところでその１時半なら１時半に

ぴったり全員がそろえるのかどうかというところ

は若干懸念はありますが、技術的には可能だと思

います。ただ途中で落ちたりとかそういうことも

ございますので、その辺は議員の皆さんの御了承

いただければその中で進めるということでやると

いうのは一つできるかと思います。 

  あとは、執行部のほうから議会側だけではなく

て、執行部も参加して説明とかがありますので、

執行部側でその機材面も含めて対応できるかどう

かというのは、ちょっと協議をさせていただく必

要があるかなと思います。 

○相馬委員長 分かりました。 

  今、執行部のほうの対応がということもござい

ますので、今ここで決定することができるとすれ

ば、やはり20日は議場に御参集いただいて短時間

で全員協議会を行うという方法なのかなというふ

うに感じていますが、そういった方法でよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、20日については、議場で全員

協議会を行うということでさせていただければと

思います。 

  議長。 

○吉成議長 全協は従来どおり集まっていただいて

という結論に達したんですけれども、委員長言わ

れる短時間でということになった場合に、確かに

３月定例議会の前の全協ではないので、案件とし

ては少ないと思うんですけれども、それでも例え

ば質疑が出たとした場合には、多少時間はかかる

んではないかなと思うんですけれども、その辺は

どう考えていますか。 

  例えば通告制にしてというふうなことを９月議

会で対応したわけですけれども、12月議会はそれ

は12月の全協はそれやりませんでしたけれども、

それによってのある程度時間が見えるような形を

とるということは可能だとは思うんですが、短時

間でということになった場合には、そこは少し配

慮した中での全協の運営にしていかなければなら

ないかと思います。 

○相馬委員長 今議長からあったとおりでございま

すが、今日15日で20日の全協に通告制で間に合わ

せることはできますか。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 今のところ執行部からは18

日に資料をいただくということになっていたんで

すが、通告制をということであれば18日の20日で
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すとちょっと時間が短いので、今日中に何とかい

ただけないかということで、執行部とちょっと調

整をしてみたいと思います。今日中にアップでき

れば通告制という形でやるというのも十分可能か

なと思います。 

  あとその通告制とはちょっと違うんですが、以

前に全協関係でやっていたものとしまして、資料

配付で説明省略という形をやっていたこともあり

ますので、時短の関係ですとそれを採用するかど

うか併せて御議論いただければと思います。 

○相馬委員長 今、係長から説明があったとおり、

今日アップできれば通告制は可能だということで

ございますので、まず質疑等については、通告制

にするということで、通告というところで意見を

いただければと思いますが、いかがでしょう。 

○齊藤副委員長 中里委員が言ってくれたとおり、

まずリモートをどう考えるかをまず検討すべきで、

時短に関してはリモートを使わないと決めたら普

通に時短の話をしたほうがいいと思うんですけれ

ども。 

○相馬委員長 開催はごめんなさい、議場でやると

いうことは決定したと思うんです。 

○齊藤副委員長 この状況で僕らの委員会はリモー

トでやると先ほど報告したのに、全員になるとそ

の委員さんが電波が落っこっちゃってこういう事

態になるのでそれが心配だと、執行部も準備がで

きてないということを毎回理由にリモートの開催

をしないとなると、２月７日からまた延びたらど

うするんですかと、また毎回話し合うようになっ

てしまうと思うんですね。全員協議会は協議の場

なので、御欠席されている議員さんもたまにいら

っしゃることを考えると、練習も含めて取りかか

るべきだと僕は思ってと言いたかったんですけれ

ども、40分というのはその執行部が１ライセンス

しか持ってないので今回申し訳ないと何回も入る

ようになってしまうという、皆さんに御迷惑をお

かけするという話になってしまうんですけれども、

本来であれば購入したアカウントで何回も入るこ

となく入れるということもあるんですが、今後の

議会の開催に関しては、議決を要する場のときは

議場にいなければいけない、それ以外はリモート

で開催できるとせっかく議運でも決定して議会で

も議決とった内容のものがあるのに、この事態で

集めて短時間でやるというところをどう考えるの

かを考えてほしかったんですけれども。 

  一応そういうふうに考えていただかないと２月

７日で絶対解けるという保障もないので、議会に

なっちゃうともう余計練習なんかできませんので、

みんなで一遍に諮れる場というのが全員協議会と

かしかないんですね。あと委員会とかも所属され

ていない委員さんは全然リモートで参加する機会

がないので、この先も考えるとそこにチャレンジ

してもらえたらなと思ったんですけれども、すみ

ません、決を採った後に言うのもなんなんですけ

れども、できればもう一度再考していただければ

と思います。 

○相馬委員長 局長。 

○増田事務局長 事務局でもその辺のところはいろ

いろ考えております。２月の全協は２月10日水曜

日に開催予定ですけれども、緊急事態宣言、現在

のところ７日まですが、延長される懸念もござい

ます。そういうこともありますので、仮に20日に

集まっていただいて、議場の中で執行部提出案件

が終わった後に皆さんが議場でこれを見ながらリ

モートの練習を１回していただいて、２月は案件

が昨日、おとといですか、調整会議で40件ぐらい

ありましたので、多分10時から始まって１時、２

時ぐらいまで、通常であればコロナでなければか

かるぐらいの量はありますので、齊藤委員長はじ

め広聴広報特別委員会の委員の皆さんは自信はお
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持ちかと思いますけれども、私自身リモートまだ

ウェブ会議やったことないので、そこで皆さんが

集まっているところで対面でできますけれども、

あえてウェブ会議でやってみたらというようなこ

とも事務局内では話しているところです。こうい

った意見が事務局内ではありました。 

○相馬委員長 それでは、全員協議会についての開

催について一旦そういうことで全員議場に参集し

てということで決定をみているところですが、そ

の中でさらにウェブ会議も練習的なところでウェ

ブ会議も導入してということの今局長から御提案

でございます。それについて皆さんの御意見いか

がでしょう。 

○齊藤副委員長 すみません。局長のほうで考えて

いただいていたということで、全協のほうはすみ

ません、もう言いませんので、ただ練習を議場で

全員でやると結局緊張感がないんです。教えてく

れると思ってしまうので、だから多分フロアが全

部空いているのとかも確認してやるべきだと思い

ます。それぞればらばらでもいいので。 

○吉成議長 その際にＷｉ－Ｆｉ環境大丈夫ですか、

一遍に。 

○相馬委員長 係長。 

○佐々木議事調査係長 Ｗｉ－Ｆｉ環境につきまし

ては、複数人がそれぞれやっても大丈夫と思われ

ますが、マイクの関係で同じ委員会室、あるいは

議場でマイクを全員オフならばいいんですけれど

も、オンにした場合にかなりハウリングが起こる

ので、26人がこのフロア内で散ったとしても多分

１つの会議室に２人いると結構離れてもハウリン

グが起こるので、その辺のマイクの対応はちょっ

と検討が必要かなと思います。 

○相馬委員長 他に検討が必要だというのはやって

みないと分からないと。 

  中里委員。 

○中里委員 先ほど佐々木係長のほうからお話しあ

ったように、広聴広報委員会で何度もリモートで

意見交換会やっていた中での話なんですけれども、

かなり２ｍ、３ｍ離れていてもハウリングを起こ

します。特にこのｉＰａｄの場合特にですけれど

も、そうしたときには隣の音声とこちらの音声と

もかなり時間差があったりとか、ハウリングを起

こしますので、話が聞けないという状況になりま

す。ですので、どのように対応するかとなると恐

らくマイクをオフにしたりとか、その操作も戸惑

ってしまうんです。オフにするのを忘れたりとか、

しゃべるときにオンにするのを忘れたりとかとい

うことになって、恐らく会議が延びたりとか議論

ができないというか、操作のほうで手いっぱいに

なってしまって、協議会が恐らく成り立たなくな

ってしまう可能性もあるので、そこの対応策とし

て僕の一つの案なんですけれども、ちょっと時間

がない中なんですが、それぞれイヤホンを買って

いただいて、イヤホンをマイク付のイヤホンを買

えばハウリングは絶対起きませんので、それで対

応しか今はできないのかなというふうに思うんで

す。 

  このｉＰａｄのイヤホンだと恐らくBluetooth

とかの恐らく普通のイヤホンがジャックが入らな

いので、Bluetoothだったりそういうもので。 

○相馬委員長 耳にかけるやつ。 

○中里委員 はい。 

○齊藤副委員長 ＵＳＢのイヤホンはあるの。新型

のイヤホンはあるの。 

○松田副議長 新型のイヤホン。 

○齊藤副委員長 マイクをオフにしてたら大丈夫で

はなかったっけ。山形さんとやったときに止めた

ら大丈夫だったけれども、要は１人のマイクだけ

入れていて隣の人が音消しておけば中里君のだけ

で聞いていればよくて、しゃべるときはそれを変
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えるみたいな感じで。 

○中里委員 それを意見交換会だったり、広報広聴

でもやっていたんですけれども、かなり戸惑った

んです。結構押し忘れたりとか、そういう操作が

戸惑ったりすることがあるんです。それが例えば

26人だったりすると僕らは使えますけれども、結

構会議自体、協議会自体がどうなんだ、どうなん

だというふうになってしまうので。 

○齊藤副委員長 でも協議会は集まってやることに

なったんで、その後の練習場所の話。その後練習

しませんかという局長が言ってくれた。だから一

応慣れないと。 

○中里委員 そうですね。 

○齊藤副委員長 全員オフは……。 

○中里委員 慣れないとできないから。 

○齊藤副委員長 基本的に全員オフを必ず事務局が

全部向こうでやってしまえば。 

○中里委員 であれば大丈夫だと思います。 

○齊藤副委員長 １人でやれと言うと慣れないから、

それの練習はまたやるという。 

○中里委員 基本的にはイヤホンとか買って用意し

ておいたほうがいいのかなというふうには思いま

す。そうすれば間違いなくハウリングを起こしま

せんし、スムーズに会議が進むと思いますので。 

○相馬委員長 分かりました。 

 ほかに御意見ございますか。 

 山形委員。 

○山形委員 ちょっと前の内部研修の話にちょっと

戻ってしまうんですが、戻ってしまうんですけれ

ども、だったらこのＺｏｏｍ研修というものもち

ょっと例えば全協の前にやったりして、そこで本

番に臨むというふうなこともそういった研修がち

ょっとあれですけれども、皆さんあれだったらＺ

ｏｏｍの研修みたいのもちょっと全協の前にやっ

てみてもいいのかなと気はしますので、いずれに

してもやはり一発ではできないので、どこかしら

で皆さんでそういったものをチャレンジしてみな

いといけないかなというふうに思いますが、すみ

ません。 

 すみません、申し訳ないですけれども、内部研修

がＺｏｏｍ研修にしたらいいんではないかという

と前に戻ってしまうんですけれども。 

○相馬委員長 内部研修はなしになったので、その

かわりに……。 

○山形委員 すみません。 

○齊藤副委員長 基本的に全協が委員長が言ったと

おり全協は開催なので、そのままここにその後局

長考えてくれる中身を今言っていただけです。 

○山形委員 すみません。 

○相馬委員長 ほかに御意見ございますか。 

  まずそしたら。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 全協で一発でリモートというのはいろ

いろ今の問題もあるので、事務局の対応もきちん

と正式な会議なのでトラブルのないようにやりた

いと思いますが、準備しなければいけないので、

そういうこと含めて、練習はさっき山形委員のど

こかで前に持っていく、全協の前に持っていくと

いうのもありますし、その後に持っていく、長引

くかもしれない、それはちゃんとそういう日にち

を事務局で準備した中でできそうなときにやると

いうことにして、しかも全協の後これやるとまた

時間が長くということもあるので、なるべく短く

しろと言っている中で練習入れちゃうということ

は時間が長くなるので、ここでは全協は時短とい

うか、なるべく無駄なものは省いて簡略化して必

要なことだけやるという感じにして、練習は練習

として新たにどういう形でやるのか、ここに集ま

ってやるのか、また新たなこととして検討を重ね

たほうが、後のことを考えてという形でどうでし
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ょうか。 

○相馬委員長 先ほど局長からの御提案は、執行部

の説明の時間帯を全員で議場でやって、それ以外

のもの、それ以外の部分については、各委員会室

なりを使ってリモートで練習を兼ねてやるという

そういうふうに私は受け取ったんですが、局長、

そういう説明だったんではないですか。 

  局長。 

○増田事務局長 執行部の説明は従来どおりで、退

席の後に議会案件になった場合にウェブでやると

いう委員長がおっしゃったように、ここで１回や

っておかないと２月は無理だと思いますので、皆

さんの不安を払拭して、なおかつこういうような

というような要望があれば要望を事務局のほうに

言っていただいて、その後の委員会、または全協

等に臨んでいくべきかなというふうに事務局とし

ては考えています。 

○相馬委員長 分かりました。 

  再度事務局長のほうの説明では、執行部の説明

のときは全員でということで、それ以外議会案件

については全てリモートで行うと、こういう開催

方法でいかがかということでございますが、それ

について御意見はございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 事務局の判断でできそうだというので

あれば、いずれやらなければいけないことで、で

きそうでならばやったほうがいいです。 

○相馬委員長 それでは、今局長が説明したような

方法で20日の全員協議会は開催するということで

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、そのように取扱いをしたいと

思います。 

  続きまして、その全員協議会後の政策検討委員

会全体会についてでございますが、これについて

御意見をいただければと思います。 

  先ほど議会案件についてはリモートでもうやる

というようなことに全員協議会はありましたので、

同じようにその流れでリモートで開催するという

ことは可能なんだろうというふうには思いますが、

皆さんの御意見を伺いたいと思います。 

  中里委員。 

○中里委員 これについても続いて入っているスケ

ジュールなので、続けてリモートで開催できると

思いますけれども、リモートの開催ということで

よろしいと思います。 

○相馬委員長 ほかに御意見はございますか。 

  今中里委員から意見が出たような取扱いでいか

がでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、全協に引き続きウェブ会議で

取り扱うということにさせていただきます。 

  課長。 

○小平議事課長 全協のほうちょっと戻ってしまう

んですが、執行部のほうの先ほどの質疑通告関係

で、本日中に資料がそろうということなので、本

日中に議員の皆様のほうには送付いたしますので、

月曜日もしくは火曜日までに通告していただけれ

ばと思います。 

  それと、先ほど係長からあった中で、説明のほ

う省略するのか、説明してもらうのかというのだ

けちょっと確認しておいていただければと思いま

す。 

○相馬委員長 まず執行部の説明について省略する

かどうかについて御意見をいただければと思いま

すが、いかがでしょう。今日中に資料はアップさ

れるということでございます。 

  中里委員。 

○中里委員 短時間で済ませるということですので、

当然ながら以前にも省略をしてやっていたことが
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ありますので、今回も省略して開催という形がよ

ろしいんではないかというふうに思います。 

○相馬委員長 説明省略してはという御意見でござ

いますが、ほかに御意見ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 なければ、説明は省略ということで

よろしいですか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 続いて、質疑の通告制についてです

が、今日アップしていただくということで、19日

で間に合いますか。質疑の通告のほう。 

  課長。 

○小平議事課長 19日の午前中であれば、あとは議

長のこの口述なので、差し替えさせていただけれ

ばと思うんですけれども。 

○相馬委員長 それでは、今通告制ということで19

日の正午までということでよろしいですか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 そのように取扱いさせていただきま

す。 

  それで大丈夫ですか。 

○小平議事課長 はい。 

○相馬委員長 ではそのように取り扱います。 

  通告の締切りが19日の12時ということに。 

○齊藤副委員長 12時にする理由は何かあるんです

か。議長の口述だけですか。 

○小平議事課長 あと執行部のほうに伝えるのもあ

る。 

 

○相馬委員長 それでは、通告期限は19日の12時と

いうことにしたいと思います。 

  続いて、26日、28日臨時会前の議会運営委員会

になります。これについては、本日のメンバーと

いうことにここに執行部の説明が入ってくると思

いますが、26日の議会運営委員会については、い

かがでしょうか。御意見をいただければと思いま

す。 

  中里委員。 

○中里委員 私の希望としては、できればウェブ会

議で開催したほうがいいんではないかなというふ

うに思うんです。あとは執行部のほうで使えるか

使えないとかという問題があるとは思うんですけ

れども、僕らの立場としてはもうウェブ会議とい

う形でやって、議会運営員会も開催するという形

をとったほうがいいのではないかというふうに思

います。 

○相馬委員長 中里委員から26日の議会運営委員会

ついては、ウェブ会議という意見でございます。 

  これについて御意見ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 なければ、26日の議会運営委員会に

ついては、執行部も含めた上でウェブ会議で行う

ということでよろしいですか。 

  課長。 

○小平議事課長 執行部のほうちょっと確認がされ

てないので、調整ができるかだけちょっと、要は

執行部のほうで対応できるかということを調整し

てないので、その辺調整できないとちょっと難し

い場合出てくるのかと思うんですけれども。 

○相馬委員長 ちなみに通常ここで説明いただきま

すよね。ここに例えば私と副委員長だけここにい

て、ほかはみんなリモートで執行部はここで説明

してもらって、それで２画面でリモートというか、

その２画面のウェブ会議でやるということであれ

ば、資料とそれから画面があればそれでできるん

ではないですか。 

  課長。 

○小平議事課長 執行部がこちらに出向いてという

ことで、例えばそこが部長の席だの課長の席だの

ということになるとやはりなかなか難しいのかと
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いうことを思っていたので、こちらに出向くとい

うことであればその辺調整はできるかと思うんで

すけれども、あと執行部側のタブレット関係なん

ですけれども、執行部のほうにはないので、こち

らを事務局分のを貸し出すかは。 

○相馬委員長 パソコンでもカメラ付のパソコンで

あれば入れるんではないですか。 

○齊藤副委員長 Ｚｏｏｍなら入れる。ただセキュ

リティが分からない。 

○相馬委員長 係長。 

○佐々木議事調査係長 市役所のパソコンが全てイ

ンターネットにつながっていなくて、ＬＧＷＡＮ

という別のネットワークなんです。そこから特殊

な方法でインターネットに出ることはできるんで

すけれども、直接インターネットにつながってい

ないので、庁内のパソコンでというのはなかなか

難しいかとは思うんです。ただ今委員長がおっし

ゃられたような一つの会議室に集まって執行部と

正副委員長以外はリモートで参加するという形で

あれば、最悪事務局のタブレットを使っても少し

ちょっと離してというので何人か映るような形と

いうのも考えられますので、その辺の詳細につい

てはオンラインでやるような方法で総務のほうと

調整をさせていただければと思います。何か問題

があったときにはまた委員の皆さんに御報告させ

ていただきますので、そのような形で御了承いた

だきたいと思います。 

○相馬委員長 技術的にはそういうことでやれば可

能だと、あとはアカウントが26日のアカウントに

ついては。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 アカウントにつきましては、

11時から別の会議が入っているという状況になっ

ていまして、その関係があるので、丸々使えるか

どうかということはちょっとあるんですが、そこ

はちょっとまた庁内で調整をして、少し時間分け

てもらえるかというのも含めて調整したいと思い

ます。 

○相馬委員長 アカウントについては調整、もしだ

めだった場合には先ほどのフリーのアカウントで

40分刻みということで、この人数ですからそれは

できると思うので、先ほど説明したような内容で

ちょっと私と副委員長だけと執行部だけここで進

めますので、皆さんウェブで参加と、そういう開

催方法ということで議会運営委員会を行うという

ことでいかがでしょうか。大丈夫ですか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、そのように進めていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、26日の議会運営委員会についてはそ

のように取り扱わせていただきます。 

  続きまして、28日の臨時会についてでございま

すが、これについて御意見をいただければと思い

ます。 

  本会議ですので、議場にいるしかないんですが、

あと方法としては、前回９月に行ったような半数

入替え制、その選択肢はそれしかないと思うんで

すが、御意見があればお願いしたいと思います。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 ふだんどおりでいいと思います。 

○相馬委員長 通常の会議をとるということの御意

見でございますが、それについて御意見ございま

すか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 なければ、28日の臨時会については

通常どおりということで行いたいと思います。 

  局長。 

○増田事務局長 確認なんですが、この前通年議会

のときの臨時会の執行部の出席要員について、議

会運営委員会でも確認をさせていただきましたが、
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まだ通年議会導入前ではありますが、感染拡大防

止の観点から、執行部の出席、こちらについては

議案に関係する部長等執行部に判断を委ねる形で、

最小限の出席要請ということでよろしいでしょう

か。お諮りいただければと思います。 

○相馬委員長 今局長からあったように、執行部の

出席については、最小限ということで執行部の判

断に委ねるということでよろしいですか。これに

ついては９月も12月も同じようにやってきたとこ

ろではございます。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 確認なんですけれども、呼ばれな

かった部長さんたちは、議会を傍聴されているの

かどうかをちょっとお伺いしたいです。 

○相馬委員長 局長。 

○増田事務局長 当然インターネットで議会中継見

ることできますので、出席していない部長さんも

必ず見ているという事務局では捉えております。

確認はしたことはないです。 

○相馬委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 一応その中で議会発信の通年議会

という新たな議決があるので、会議していて分か

らなかったとかそういうのがなければ欠席でもい

いかなと思っているんですけれども。 

○相馬委員長 局長。 

○増田事務局長 私のほうで責任を持ちまして各部

長さん、議場に参集する部長さんについては、メ

ッセージを送りまして、必ず出席しない部長等に

は臨時会を見るようにということでメッセージを

送りたいと思います。 

○相馬委員長 それでは、28日の臨時会については、

議員は全員議場で、それから執行部につきまして

は、先ほど局長から説明があったとおりの取扱い

ということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 そのように決定したいと思います。 

  最後になりますが、２月２日福祉教育常任委員

会所管事務調査についてでございますが、これに

ついてもまた福祉教育常任委員長のほうから。 

○齊藤副委員長 基本的にはリモートでウェブ会議

システムを使ってやりたいと思うので、ただまだ

アカウントがあるどうかはちょっと不安なんです

けれども、その後の案件もございますので、皆さ

ん慣れていただくために極力ウェブでやりたいと

思います。 

  それから、執行部の方がやはりここに来てやる

んですよね。そのやり方でやれればと思っていま

す。 

○相馬委員長 福祉教育常任委員長から説明があっ

たとおり、ウェブ会議形式での所管事務調査とい

うことにしたいということでございますが、皆さ

んそれでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、そのように取り扱わせていた

だきます。 

  続きまして、２つ目の○その他の議会活動につ

いてでございますが、これについては先ほど12月

議会後の活動というところで事務局から説明があ

ったところではございますが、そのほかに最後に

追加する案件、それから行っていきたい、行って

いかなければならないことについては、皆様方か

ら御意見いただければと思いますが、いかがでし

ょうか。 

  ７日までですか、緊急事態宣言を受けて動けな

いということで、４月に出したものと４月以降の

開催の活動についてとそれから12月以降の活動に

ついてと若干12月以降のところについては、時間

等の短縮に努めるというようなことで、１時間程

度というのを削ったりはしているところではござ

いますが、これについては２月７日までについて
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は、先ほど議会ＢＣＰの中では執行部への例えば

質問事項であったりとかそういったものについて

もできるだけ自粛するというようなこともござい

ましたので、方法としては現在予定されている会

議以外には、できるだけ会議を持たないという、

入れないというような方法論もあるのかなと思い

ますが、いかがでしょう。何か御意見ございます

か。 

  議長。 

○吉成議長 この12月以降の活動方針についてとい

うのは、やはりコロナ禍においてはずっと踏襲さ

れているんだろうと思うんです。ですから、ここ

に加えて２月７日までにもう少しここも必要では

ないかというのをプラスするかどうかということ

でいいんでしょうね。 

○相馬委員長 はい、そうです。 

○吉成議長 分かりました。 

○相馬委員長 事務局としては何かございますか。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 この緊急事態宣言下、あと

は今の御議論を踏まえますと、やはりなかなか新

たな会議を７日までの間に入れるというのは難し

いというか、消極的なんだろうなと思います。で

すので、その辺の新たな会議については、本当に

必要があるものだけ入れましょうということ、そ

れから、必要なものであってもウェブ会議の活用

をしていきましょうと、そういったところかなと

いうふうに思います。あとは２月７日以降延長さ

れた場合も当然そういった方向になってくるのか

なと思いますので、なるべく会議等の自粛とウェ

ブ会議の活用とその辺かなと思います。 

○相馬委員長 今、事務局からあったとおりでござ

いますが、今⑴12月議会後の活動方針の中の⑴に

開催に当たってはということで、ウェブ会議の活

用を進めるというところまで⑴についてはありま

すが、新たな会議は極力自粛するというところを

つけ加えて、この12月議会後の議会活動方針につ

いて、７日、これは12月以降の議会活動について

は、７日以降もですが、７日までについてはでき

るだけ新たな会議については自粛するというよう

なところで議会活動について取り扱っていくとい

うことかなと思いますが、皆様の御意見はいかが

でしょうか。 

  今説明した内容でよろしいですか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 このように取り扱わせていただきま

す。 

  それでは、⑴のコロナウイルスに関する今後の

対応については、以上で終了といたします。 

  局長。 

○増田事務局長 今の係長から話ありましたけれど

も、２番目の今後の活動方針のところで一番下の

なお書きのところに今後の感染状況等を踏まえの

後あたりでもいいんですけれども、要は２月７日

までというお話しされましたけれども、それが延

長された場合というのも同様にうたっておいて、

緊急事態宣言が延長された場合にはそれが終了す

るまでというような文言をつけ加えた形で資料の

ほうを整えさせていただいてよろしいですか。そ

うしないと延長された場合にもう一度集まらなけ

ればならないような形になりますので、終了する

までは延長するとかいうその辺の表現を事務局の

ほうで調整させていただいてよろしいですね。 

○相馬委員長 はい。よろしいですか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 そのようにつけ加えておいていただ

ければと思いますので、よろしくお願いします。 

  ほかございますか。 

○齊藤副委員長 すみません、今局長が言っていた

ところを見ているんですけれども、７日以降にも
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し延期された場合にまた２月10日に全協とか伝わ

ってくるので、一応議会事務局としてアカウント

というか下の機材をあらかた押さえておくことは

可能なのかどうかお伺いしたいと思います。 

○相馬委員長 係長。 

○佐々木議事調査係長 現時点で既に説明も入って

いることもございますが、10日なら10日の全協見

据えてそういった議会の会議があるということに

ついては、空いていればこちらで押さえるという

のはできるかと思います。 

○相馬委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ないようでしたら、⑵番のその他に

移りたいと思います。 

  委員の皆様から何かございますか。 

①議場のアクリル板設置について 

②Zoomの有料アカウント購入について 

○相馬委員長 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ほかにないようでしたら、次回26日

の議会運営委員会については、先ほど協議したと

おり、ウェブ会議を採用して行うこととなります。

皆さんのご対応をよろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○相馬委員長 それでは、以上で本日の議会運営委

員会を閉会といたします。 

  お疲れさまでございました。 

 

閉会 午後 ２時５０分 
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